
−  14 −

（単位：時間）

月 1.0人 1.5人 2.0人 2.5人 3.0人

1 178 267 356 445 534 （31－5日）×6/7日×8時間

2 192 288 384 480 576 　28日×6/7日×8時間

3 213 320 426 533 639 　31日×6/7日×8時間

4 206 309 412 515 618 　30日×6/7日×8時間

5 213 320 426 533 639 　31日×6/7日×8時間

6 206 309 412 515 618 　30日×6/7日×8時間

7 213 320 426 533 639 　31日×6/7日×8時間

8 192 288 384 480 576 （31－3日）×6/7日×8時間

9 206 309 412 515 618 　30日×6/7日×8時間

10 213 320 426 533 639 　31日×6/7日×8時間

11 206 309 412 515 618 　30日×6/7日×8時間

12 199 299 398 498 597 （31－2日）×6/7日×8時間

14．家族労働の月別限界労働時間

注）１．休日を1週間に1日設定する。

　　２．1日の労働時間は8時間とする。

　　３．1月に正月休み5日間、8月に盆休み3日間、12月に正月準備2日間を

　　　  設定する。

  家族労働1人当たりの年間労働時間は、2,000時間を目標として、月別の限界労働時間を設

定し、雇用労働との調整を図る。

家 族 労 働 力
  算 定 の 方 法
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 Ⅲ 参考資料  
 

 １．農業所得、家族労働力、労働時間の考え方について 

 

【農業所得 600 万円経営モデル】  

（１）1経営体当たりの農業所得目標はおおむね 600 万円以上について 

「農業経営基盤の強化の促進に関する長崎県基本方針」における育成すべき効率的か

つ安定的な農業所得の考え方は、主たる従事者 1 人当たり年間所得 400 万円、経営全体

で 600 万円としている。 

 

（２）1経営体当たりの家族労働力は 2～3人について 

「農業経営基盤の強化の促進に関する長崎県基本方針」の個別経営体に係る営農類型

ごとの農業経営の指標において、労働力構成は、主たる従事者 1 人、補助的従事者 1～2

人として示されている。 

 

（３）主たる従事者 1人当たり年間労働時間はおおむね 2,000 時間について 

1 日の労働時間 8 時間、週休 2 日、盆休み 3 日間、年末年始休み 7 日間の合計 10 日間

の休みを設定した場合。 

365×（5/7）×8＝2,085 時間   2,085－（8×10）＝2,005 時間 となる。 

「農業経営基盤の強化の促進に関する長崎県基本方針」の認定農業者の主たる従事者 

1 人当たりの労働時間は 2,000 時間としている。 

 

【農業所得 1,000 万円経営モデル】 

（１）1経営体当たりの農業所得目標はおおむね 1,000 万円以上について 

「第 3 期ながさき農林業・農山村活性化計画」において、雇用型経営の転換や農家の子

弟等を農業に呼び込むため、農業所得1,000万円以上を目指す農業者をリストアップし、

経営分析により課題を整理した上で、雇用型経営への展開のイメージを提案し、具体的

な計画の作成支援を行うことによりその実現を推進することにしており、現況（令和元

年度）の 489 経営体を、令和 7年度に 1,100 経営体に育成する目標を反映している。 

 

（２）家族労働力 2～3人（経営主夫婦と後継者、もしくは経営主・後継者と配偶者等）と常

時雇用 1人以上について 

認定農業者データベースにおいて、現状所得 1,000 万円以上の経営体では、現状家族

労働力が 2.4～3.3 人（平均 3.0 人）である。 

 

（３）従事者 1人当たり年間労働時間はおおむね 2,000 時間について 

1 日の労働時間 8 時間、週休 2 日、盆休み 3 日間、年末年始休み 7 日間の合計 10 日の

休みを設定した場合。 

365×（5/7）×8＝2,085 時間   2,085－（8×10）＝2,005 時間 となる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



−  16 −

                                                                              

２．資本装備の計算方法（例） 

 

  新調時価額 
共同 

利用 

法定耐

用年数 
償却済 減価償却費 

施設 低ｺｽﾄ耐候性ﾊｳｽ 1000 ㎡ 21,592,000 円  ÷14 ×50% ＝771,143 円 

 農業用倉庫（軽量鉄骨）20 ㎡ 1,890,000 円        ÷24    － ＝ 78,750 円 

機械 ドローン（20 ﾘｯﾄﾙ搭載）         3,250,000 円  ×1/5   ÷ 7  －   ＝ 92,857 円 

 ﾄﾗｯｸ（軽）                 1,324,000 円         ÷ 4 ×50%   ＝165,500 円 

 

 

３．経営成果の算出方法 

 

（１）農業所得＝（主産物販売金額＋副産物価額等）－農業経営費 

       （農業経営費＝物財費＋雇用労働費＋支払地代＋支払資本利子＋販売経費） 

 

（２）農業所得率 

     ＝農業所得÷農業粗収益（主産物販売金額＋副産物価額等－販売経費）×100 

 

（３）1日当たり農業所得＝農業所得÷家族労働時間×8時間（1日に換算） 

 

（４）1日当たり家族労働報酬 

   ＝［農業所得－（自作地地代＋自己資本利子）］÷家族労働時間×8 

 

（５）単位当たり全算入生産費（生産コスト）＝品目別全算入生産費÷品目別販売量 

   手取り（庭先）価格と比較。 

 

（６）単位当たり生産・販売費＝品目別（全算入生産費＋販売経費）÷品目別の販売量 

   市場価格と比較。 
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４．労働者雇用に伴う法定福利費の計算例   

 

   公的保険は、労働保険（労災保険・雇用保険）と社会保険（医療保険・年金保険）で

構成され、雇用労働者数や事業形態（個人事業、法人事業）により適用要件は異なる。 

 

＜公的保険の種類別の加入要件、被保険者、保険料など＞ 

 

 

【計算例】月給 20 万円で、労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金に加入した場合の 

事業主負担 

 

（労働者 40歳未満） 
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５．農業経営成果のとらえ方 

   

（１) 農業所得・農業純収益・家族労働報酬・農企業利潤 

 

 

 

ア 農業所得＝農業粗収益－農業経営費 

       

1 日当たり農業所得＝農業所得÷家族労働時間×8時間 

（農家は家族労働力、自己所有の土地、資本を利用して農業経営を行うが、農業所得は、

その農業生産活動の成果であって、農家の所有する生産要素に対する総合報酬であり、

家族労賃、自己資本利子、自作地地代が含まれる。） 

   

イ 農業純収益＝粗収益－（物財費＋労働費＋支払利子・地代） 

  （農業生産で実質的に消耗された価値からどれだけの新しい価値が生み出されたかを    

意味している。ただし、純収益それ自体は生産性を表していない。粗収益や生産費と比

較されることで生産性を表すものとなる｡） 

  

ウ 家族労働報酬＝農業粗収益－（物財費＋地代＋資本利子＋雇用労働費）  

                ＝農業所得－（自作地地代＋自己資本利子） 

    

   1 日当たり家族労働報酬＝家族労働報酬÷家族労働時間×8 時間 

      

  （農業所得から自作地地代と自己資本利子を取り除いたもので、経営の中から家族労    

働だけを取り出し、そこに帰属する成果がどれだけあったかを見るための指標であ    

る｡） 

         

 エ 農企業利潤＝粗収益－（全算入生産費＋副産物価額） 

      

 （土地、労働、資本を適切に結合して経営を行った農業経営活動に対する報酬であり、    

農業の企業性を判断する尺度として重要である。土地に対して地代、労働に対して    

労働費、資本に対して利子をそれぞれ支払ったあとに残る部分である。） 
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（２）経営費と生産費の関連 

 

 経営費 生産費  

    物財費 

    種苗費（購入） 

   肥料費（購入） 

   農薬費（購入） 

   動力光熱費 

   諸材料費（購入） 

   土地改良及び水利費 

   賃借料及び料金 

     （保険・共済費） 

   諸税及び公課諸負担 

   小農具費 

   建物・施設減価償却費 

   建物・施設修繕費 

   大農具減価償却費 

   大農具修繕費 

   大植物減価償却費 

     大家畜減価償却費 

     生産管理機器減価償却費 

   生産管理費(除く減価償却費） 

 労働費 

   雇用労働費 

     － 

 地代 

   支払地代（借地料） 

     － 

 資本利子 

   支払利子 

    － 

 物財費 

   種苗費（購入＋自給） 

   肥料費（購入＋自給） 

   農薬費（購入） 

    動力光熱費 

   諸材料費（購入＋自給） 

   土地改良及び水利費 

   賃借料及び料金 

     （保険・共済費） 

   諸税及び公課諸負担 

   小農具費 

   建物・施設減価償却費 

   建物・施設修繕費 

   大農具減価償却費 

   大農具修繕費 

   大植物減価償却費 

    大家畜減価償却費 

     生産管理機器減価償却費 

   生産管理費(除く減価償却費） 

 労働費 

   雇用労働費 

   家族労働費 

 地代 

   支払地代（借地料） 

    自作地地代 

 資本利子 

    支払利子 

   自己資本利子 

 販売経費  － 

       － 副産物価額を差し引く 
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